
そうだんまどぐち

相談窓口1

あなた

通訳担当者
つうやくたんとうしゃ

相手先
あいてさき

三者同時通話
さんしゃどうじつうわ

①② ③

法律についての相談
ほうりつ そうだん

労働についての相談
ろうどう そうだん

なんでも相談
そうだん

医療についての相談
いりょう そうだん

よりそいホットライン

0120-279-226 音声案内の後、「２」を押す。

言語ごとの対応日時は、Facebook（@yorisoi2foreign）

平日　13：30-18：00
へいじつ

011-211-0105 （日本語のみ）
にほんご

s25@ngos25.org

NPO法人　エスニコ
おんせいあんない あと お

げんご たいおうにちじ

外国人労働者向け相談ダイヤル
がいこくじんろうどうしゃ む そうだん

言語によって番号と対応日時が違います。
げんご ばんごう たいおうにちじ ちが

福島市役所 外国人のためのワンストップ窓口
ふくしましやくしょ がいこくじん

行政手続きや生活について相談に対応します。
ぎょうせいてつづ せいかつ そうだん たいおう

市役所１F
しやくしょ

（翻訳機を使って、他の言語でも対応します。）
ほんやくき ほかつか げんご たいおう

平日　8：30-16：30
へいじつ

024-525-3739
teijyuu@mail.city.fukushima.fukushima.jp

（公財）福島県国際交流協会（FIA） 外国人住民のための相談窓口
こうざい ふくしまけんこくさいこうりゅうきょうかい がいこくじんじゅうみん そうだんまどぐち

直接または電話で、生活相談に対応します。
ちょくせつ で ん わ せいかつそうだん たいおう

舟場町2-1　福島県庁舟場町分館2F
ふなばちょう ふくしまけんちょうふなばちょうぶんかん

トリオフォンを使って通訳をします。
つか つうやく

火～土　9：00-17：15
か ど

024-524-1316 （相談専用）
そうだんせんよう

トリオフォン（三者同時通話）

法テラス　多言語情報提供
ほう

はなし

たげんごじょうほうていきょう

平日　9：00-17：00
へいじつ

0570-078377 （トリオフォンで話します。） https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner_eng.html

ほうじん

電話で話すときに通訳してもらえます。
でんわ はな つうやく

さんしゃどうじつうわ

①　通訳に電話をかけます
つうやく でんわ

②　通訳に相手先の電話番号を伝えます
つうやく あいてさき でんわばんごう つた

③　通訳が相手先に電話をつなぎます
つうやく あいてさき でんわ

まどぐち
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ぎょうせいまどぐち

行政窓口2

ざいりゅう

在留に
かん

関すること3

福島市役所
ふくしましやくしょ

住民登録、税金、年金、福祉、市立学校、水道に関すること
じゅうみんとうろく ぜいきん ねんきん ふく し し りつ がっこう すいどう かん

福島市五老内町3-1
ふくしましごろううちまち

平日　8：30-17：15
へいじつ

024-535-1111

福島市保健福祉センター
ふくしましほけんふく  し

健康、衛生、子育てに関すること
けんこう えいせい こ そだ かん

10min.

30min.

「ももりん1・2コース」 20min.

〒960-8601

福島市森合町10-1
ふくしましもりあいちょう

10min.

20min.

「ももりん1・2コース」 20min.

三河南町1-20
コラッセふくしま１F

市内15か所

みかわみなみまち

しない しょ

月～金　9：00-19：00
げつ きん

土・日　9：00-17：30
ど にち

平日　8：30-17：15
へいじつ

外国籍の方は、証明書

の発行のみ可能です。

がいこくせき かた しょうめいしょ

はっこう かのう

西口行政サービス

コーナー

にしぐちぎょうせい

支所
ししょ

仙台出入国在留管理局
せんだいしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく

仙台空港出張所
せんだいくうこうしゅっちょうじょ

郡山出張所
こおりやましゅっちょうじょ

平日　9：00-16：00
へいじつ

022-256-6076 平日　9：00-16：00
へいじつ

022-383-4545

仙台市宮城野区五輪1-3-20  仙台第二法務合同庁舎
せんだいしみやぎのくごりん せんだいだいにほうむごうどうちょうしゃ

名取市下増田字南原  仙台空港旅客ターミナルビル
なとりししもますだあざみなみはら せんだいくうこうりょかく

など

平日　9：00-12：00
 13：00-16：00

024-962-7221

郡山市希望ヶ丘31-26　郡山第2法務総合庁舎1F
こおりやましきぼうがおか こおりやまだい ほうむそうごうちょうしゃ

在留カードに書いてある内容（在留資格・住所・期間など）に変更がある場合、出入国在留管理局で手続きをします。
ざいりゅう か ないよう ざいりゅうしかく じゅうしょ きかん へんこう ばあい しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく て  つづ

福島市に住んでいる人は、下記のうちどれかに行きます。
すふくしま し ひと かき い

平日　8：30-17：15
へいじつ

024-525-7670

〒960-8002
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仙台出入国在留管理局内
せんだいしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょくない

がいこくじんざいりゅうそうごう

にゅうこくざいりゅう そうだん

へいじつ

外国人在留総合インフォメーションセンター

入国・在留について相談できます。

平日　8：30-17：15

0570-013904
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